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税 理士 法 人 カンパネラ  
事 業 案 内

大切にしたいのは、
税金の先にある「会社・人・家族」のこと。
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大切にしたいこと・私たちのこと

まずはじめに...

税理士

佐藤菜美
1986年 世田谷区出身
2009年 GSブレインズ税理士法人勤務
2020年 税理士法人トゥモローズ勤務
2023年 税理士法人カンパネラ　設立

前職では、相続専門の税理士法人トゥモローズでシ
ニアとして多数の相続現場に対応して参りました。
税金のことだけでなく、心情に寄り添いながら、専
門家として、故人の築かれた財産や想いの承継をお
手伝いいたします。些細なこともお話していただけ
るよう、「お客様との対話」をとても大切に考えて
います。また、法人・個人業務では年商5億円前後
までの中小企業やフリーランスをメインに対応して
おります。経営は、内・外要因問わず、あらゆる環
境の変化に対応していかなければなりません。お客
様のことは、「自分事」と捉え、沢山の対話を重ね、
よき相談相手となれるよう心掛けています。「カン
パネラに相談してよかった」、お客様の心がほっと
安心できる場所でありたいと想っております。

M e s s a g e

代表社員／税理士

佐藤毅
1975年 台東区（鳥越）出身
2009年 税理士法人山田＆パートナーズ勤務
2022年 佐藤毅税理士事務所開業
2023年 税理士法人カンパネラ　設立

「お客様にしっかりと寄り添い、信頼されるパー
トナーとなりたい」このような想いから税理士法人
カンパネラを起ち上げました。税務の観点からの最
適なアドバイスは、専門家として当然おこなうこと
です。それにもまして大切にしていることは、“お
客様が気付いていない潜在的な課題を話し合いの中
から見出すこと” と “お客様が胸に秘めている想い
・気持ちを打ち明けていただけるような関係性を構
築すること” です。税務の目線で提案を押し付ける
のではなく、お客様の想いや気持ちに寄り添い、納
得いただける仕事を心掛けています。税理士との相
性は大事ですので、まずは「人となり」を面談でご
判断ください。

M e s s a g e

2023年に夫婦で、蔵前・鳥越に税理士法人カンパネラを起ち上げました。
一つ一つのご縁を大切に、税金をより身近に感じていただけるよう
寄り添って対応できる税理士でありたいと心掛けております。
お客様と「喜び」や「時には悲しみ、大変なこと」も共有し、

「人と人」として長いお付き合いをさせていただければと思います。

お客様との対話を重ねて、
お客様が納得できる選択のお手伝いをすること。

ご相談の
流れ

ご相談内容やご要望、現状についてヒアリングさ
せていただき、弊社がご支援できるサービス内容
をご説明いたします。（※オンライン面談も対応可能。）

2 . 無料面談
まずはHPのお問い合わせフォームよりご連絡く
ださい。ご面談の日程を調整致します。

1 . お問い合わせ

趣味は、、、

アウトドア、トレーニング、
子供と遊ぶこと

趣味は、、、

散歩・お買い物、
自然に触れること、
子供と遊ぶこと



ser vice
カンパネラの総合税務サービス

法人様向け

法人顧問
会社の規模·お客様のご要望を
ヒアリングさせていただき、関
与方法を決定致します。
基本スタイルとしては、毎月、
事業の業績を表す試算表を作成
したうえで、毎月又は四半期毎
に「経営数値の確認」、「問題点
の共有」、「決算予測」や「納税
資金」、「期末にむけての対策」、
「来期の展望」など経営に関す
るご相談対応を行います。

1
s e r v i c e

事業承継支援
「会社を次世代に繋げていき
たいが、事業を引き継がせる後
継者がいない。」、「後継者はい
るが、不安が多い。」、「事業譲
渡を検討したい…。」どれをと
ってもタイミングや税金の問題
など課題ばかりです。
税務面の問題・不安を可能な限
り減らすお手伝いをさせていた
だきます。成功する事業継承の
ための、計画策定から実行支援、
実行後のフォローまでご提案・
お手伝いをさせていただきます。

2
s e r v i c e

株価算定
「事業承継を考えている。で
も何から手を付けたらよいかわ
からない。」、「株を承継するの
にどのくらいのコストがかかる
か検討していない。」漠然とし
た不安を解決するためには、ま
ずは自社の株価を算定する必要
があります。
事業承継の具体的なロードマッ
プを描く事前準備として株価算
定を詳細に行います。

3
s e r v i c e

組織再編支援
「事業環境の変化に機動的に
対応したい」、「グループ経営の
効率化を図りたい」企業の経営
課題は様々ありますが、合併・
分割・株式交換などの組織再編
を手段として課題解決の支援を
行います。

4
s e r v i c e

個人様向け

個人顧問
お客様のご要望をヒアリングさ
せていただき、関与方法を決定
致します。基本スタイルとして
は、法人顧問と同様です。
今後のライフプランに合わせて、
適用した方が良い税制のご案内
を行います。また、法人成りへ
のタイミングやシミュレーショ
ンをお手伝いいたします。

1
s e r v i c e

相続税申告
ご相続が発生したお客様の申告
業務を対応致します。
累計100件以上の相続申告実
績があります。土地評価が強い
ことはもちろん、土地をはじめ
とした各種評価を徹底的に行い、
納税方法（延納・物納も含む）
の検討も行います。
対話を重ね、ご安心できる相続
税申告を行います。

2
s e r v i c e

相続
コンサルティング

相続税額の試算、納税資金の過
不足を算出した上で、「問題点・
採るべき改善策」をご提案させ
ていただきます。
土地・株価対策や生前贈与の効
果測定等を行い、築き上げた財
産や想いを安心して次世代に繋
げるお手伝いをさせていただき
ます。

3
s e r v i c e

不動産の譲渡に
係る申告、

コンサルティング
不動産譲渡には、優遇税制が数
多くあります。この特例の適用
が受けられるか否かで納税金額
が大幅に変わります。優遇税制
を受けるための事前要件確認や
コンサルティングを行います。

4
s e r v i c e

契約書を作成いたしますので、内容をご確認の上、
ご署名・ご捺印を頂きましたらご契約締結となり
ます。

4 . ご契約
面談後に、ヒアリングに基づいた業務内容のご提
案、お見積り書の作成を致します。

3 . ご提案・お見積り
※スポット相談対応の場合は、異なる
ことがございます。左記ご相談の流れ
と異なる場合には、事前にご案内させ
ていただきます。

※現在は、お客様や関係者様からのご
紹介を優先しております。初めてのお
客様につきまして、ご対応ができない
こともございます。予めご了承ください。



Acces s  &  Co nt a c t

https://taxcampanella.or.jp/
お問い合わせはこちら

初回のご面談は無料となります。
HPの「お問い合わせ」フォームよりご連絡下さい。

税理士法人カンパネラ
所在地

〒111-0054　東京都台東区鳥越2-10-2

電車でお越しの場合

JR 総武線 浅草橋駅（西口） 徒歩7分
都営浅草線 蔵前駅   徒歩10分

営業時間
平日9：00～18：00　定休日：土・日・祝定休


